
株式会社 みなと銀行 

〔商品概要説明書〕 

マイカーローン 

                                   （平成２１年６月１日現在） 

１．商 品 名             マイカーローン 

２．ご利用いただ 

ける方 

以下の項目を全て満たす個人の方 

(1) 申込時 20 歳以上 65歳以下、最終返済時 70歳以内の方 

(2) 日本国籍を有する方、又は永住許可を受けている外国人の方 

(3) 安定した収入が継続して得られる方で、給与所得者の方は勤続年数１年以上、 

  自営業者の方は営業年数１年以上ある方 

(4) 取扱店の営業区域内に居住または勤務している方 

(5) お使いみちが借換の場合、利用中のマイカーローンにて返済遅延のない方 

(6) 未成年者の運転免許取得費用に限り、親の方のお申込みとして受付できます。 

(7) 保証会社の保証が受けられる方 

３．お使いみち ・自家用自動車･バイク（原付を除く）購入資金（中古車含む）及び購入時の関連資金

 ※車両の名義は原則として申込人本人とし、ご家族名義とする場合は名義人の方 

  が連帯保証人として参加いただきます。 

 ※個人間の売買、事業用車両の購入は除きます。 

・金融機関・信販会社等の、マイカーローン借換資金 

（但し、金利の軽減が見込めるものに限ります。） 

・運転免許取得費用 ・修理、車検費用 ・自動車部品、用品購入資金 

 ※販売会社等への融資金の支払方法は振込のみとさせていただきます。 

４．ご融資金額 １０万円以上 ５００万円以内（１万円単位） 

 ※借換の場合は、借換対象ローンの一括返済金額が上限となります。 

５．ご融資期間 ６か月以上 ７年以内（６か月単位） 

※借換の場合は、借換えるローンの残存償還期限が上限となります。（6ヶ月単位・

端数切捨て） 

６．金 利 種 類 変動金利型 

(１)お借入れ時の利率 

・お借入れ時の利率は、３月１日または９月１日現在の当行変動金利型住宅ローン基

準金利（以下「基準利率」といいます）を基準として、各々４月１日または１０月

１日から適用します。 

 ただし、臨時に、お借入れ時の基準利率の基準日および適用日を見直す場合があり

ます。 

(２)お借入れ後の利率 

・お借入れ後の利率は、年 2回、毎年４月１日および 10月１日を見直し基準日とし、

４月１日の場合は前年１０月１日の、１０月１日の場合は同年４月１日の各々の基

準利率を比較し、利率差が生じた場合、その差と同幅で変動します。 

ただし、お借入れ後最初に到来する見直し基準日では、お借入れ時の利率の基準と

なった基準利率（原則、３月１日または９月１日の基準利率）と、見直し基準日の

基準利率とを比較し、利率差が生じた場合、その差と同幅で変動します。 

・新利率の適用は、見直し基準日が４月１日の場合は６月の約定返済日の翌日から、
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１０月１日の場合は１２月の約定返済日の翌日から適用します。 

７．ご返済方法 毎月元利均等返済。（融資額の 50％以内で年 2回のボーナス返済の併用ができます）

８．担 保             不要です。 

９．保 証 人             不要です。（但し、保証会社の請求により連帯保証人を必要とする場合がございます）

10．保 証 会 社 ㈱ジャックス 

11．保 証 料 不要です。（当行が負担します） 

12．そ の 他 お取引の内容により、店頭表示金利からの引下げが適用されます。 

金利、返済額の試算等については窓口へお問い合わせください。 

〔マイカーローン〕 
以上 


